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日野町告示第１号 

 令和６年第１回日野町議会臨時会を次のとおり招集する。 

   令和６年１月15日 

日野町長 﨏 田 淳 一 

１．期  日  令和６年１月19日 

２．場  所  日野町議会議場 

３．付議事件  ①日野町長、副町長及び教育長の給与の特例に関する条例の制定について 

        ②令和５年度日野町一般会計補正予算（第８号） 

─────────────────────────────── 

○開会日に応招した議員 

小 林 良 泰              小 河 久 人 

坪 倉   敏              中 山 法 貴 

梅 林 智 子              金 川 守 仁 

松 本 利 秋              安 達 幸 博 

竹 永 明 文              中 原 信 男 

       ─────────────────────────────── 

○応招しなかった議員 

        な し 

       ─────────────────────────────── 
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──────────────────────────────────────────── 

第１回 日 野 町 議 会 臨 時 会 会 議 録 （第１日） 

令和６年１月19日（金曜日） 

──────────────────────────────────────────── 

議事日程 

令和６年１月19日 午前10時開会 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

（１）議会関係の報告（議長） 

（２）一般行政報告（町長） 

日程第４ 議案第１号 日野町長、副町長及び教育長の給与の特例に関する条例の制定について（町

長） 

日程第５ 議案第２号 令和５年度日野町一般会計補正予算（第８号）（町長） 

       ─────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

日程第１ 会議録署名議員の指名 

日程第２ 会期の決定 

日程第３ 諸般の報告 

（１）議会関係の報告（議長） 

（２）一般行政報告（町長） 

日程第４ 議案第１号 日野町長、副町長及び教育長の給与の特例に関する条例の制定について（町

長） 

日程第５ 議案第２号 令和５年度日野町一般会計補正予算（第８号）（町長） 

       ─────────────────────────────── 

出席議員（10名） 

１番 小 林 良 泰        ２番 小 河 久 人 

３番 坪 倉   敏        ４番 中 山 法 貴 

５番 梅 林 智 子        ６番 金 川 守 仁 

７番 松 本 利 秋        ８番 安 達 幸 博 
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９番 竹 永 明 文        10番 中 原 信 男 

       ─────────────────────────────── 

欠席議員（なし） 

       ─────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

       ─────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

局長 ────────── 中 田 早 文  書記 ────────── 伊 田 達 彦 

書記 ────────── 茅 野 真 伍 

       ─────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 ────────── 﨏 田 淳 一  副町長 ───────── 音 田   守 

教育長 ───────── 生 田   求  総務課長 ──────── 景 山 政 之 

住民課長兼会計管理者 ── 荒 木 憲 男  企画政策課長 ────── 神 崎   猛 

健康福祉課長 ────── 住 田 秀 樹  産業振興課長 ────── 五百川 和 久 

建設水道課長 ────── 音 田 雄一郎  教育課長 ──────── 遠 藤 律 子 

─────────────────────────────── 

議長挨拶 

○議長（中原 信男君） 開会に先立ちまして、年頭の挨拶をさせていただきます。 

 皆さん、おはようございます。 

 年頭に当たり、一言御挨拶を申し上げます。 

 本年は、年明け早々に、石川県能登半島を中心とする地域において、震度７、マグニチュード

７．６の地震が発生し、大変大きな災害となりました。建物被害はもとより、道路、上下水道、

電気等のライフラインが被災し、亡くなられた方も多く、いまだ安否不明の方もおられる状況で

あります。一日も早い復旧、復興ができますよう願うとともに、被害に遭われた皆様に心よりお

悔やみとお見舞いを申し上げます。 

 今回の地震を受け、私たち日野町も鳥取県西部地震で経験した教訓を思い起こし、自助、共助、

公助の気持ちを再認識し、日常の生活に生かしていく必要性を痛感をいたしました。日野町議会

といたしましても、今後も町民の皆様の安心・安全な暮らしを一番に考えた議会活動に努めてま

いります。 
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 その上で、今年の目標は、今、町が抱えている様々な課題を一つでも前に進めていく、特に少

子化による人口減少を若者定住策等で緩やかに、そして農林業の後継者確保の問題、さらには医

療、介護など福祉の充実に議会としても積極的に取り組み、１０人全議員の力を一つにし、執行

部と共に持続可能なまちづくりに邁進していきたいと思います。 

 今年、令和６年が日野町にとり輝かしく希望に満ちた１年でありますよう願い、町民の皆様の

ますますの御健勝をお祈りいたしますとともに、議会運営に関し、議員各位の御協力をお願いし、

年頭の挨拶といたします。本年もどうぞよろしくお願いをいたします。終わります。 

─────────────────────────────── 

町長挨拶 

○町長（﨏田 淳一君） おはようございます。 

 令和６年第１回日野町議会臨時会の開会に先立ちまして、議長のお許しをいただきましたので、

新年に当たり、一言御挨拶申し上げます。 

 新年おめでとうございます。謹んでお祝い申し上げますとともに、議員各位、町民の皆様方に

は健やかに輝かしい新春をお迎えのことと心よりお喜び申し上げます。旧年中は町政推進に深い

御理解と御協力を賜り、心から感謝申し上げます。 

 さて、初めに、元日早々に発生した能登半島地震によって亡くなられた方々に心よりお悔やみ

を申し上げます。また、大きな被害を受けている被災地、今もなお避難を続けざるを得ない被災

地の方々に心からお見舞い申し上げますとともに、一日も早い復旧、復興を心より祈念いたしま

す。 

 昨年は、大きな不安をもたらした新型コロナウイルス感染症が感染症法上の２類から５類に変

わり、人の動き、物の動きも活発となってまいりました。地域にあっては、コロナ禍の４年間中

断していた各種の行事、イベントなどが復活し、にぎやかさ、創造への営みが地域の方の力で取

り進められました。 

 一方、世界に目を転ずれば、ウクライナ、中東での戦争、紛争は収まる気配がなく、経済社会

に対する影響が引き続く中で、各種の経済対策を講じてまいりました。 

 今年のえとは、きのえたつ、前回の６０年前の１９６４年は、東京オリンピックであったり、

東海道新幹線開業などがあり、大きな経済発展を遂げた年でございました。今年、２０２４年は、

４月から建設、物流・運輸、医療業界において時間外労働の上限規制が開始されます。サービス

の低下を招かないように、無駄を省くＤＸ、デジタルトランスフォーメーションの一層の推進が

図られていくのではないかと思われます。町においても、ＤＸの推進を含む第２次きらり日野町
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創生戦略の最終年でもあり、創生戦略を着実に進めてまいりますとともに、第３次戦略の検討に

着手してまいります。 

 未来に向かって全力で町政運営に取り組んでまいりますので、御理解と変わらぬ御支援、御協

力を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 

 結びに、議員各位、町民の皆様方の御健勝と御多幸を祈念し、そして、この１年がすばらしい

年となりますことを心より願いまして、新年の御挨拶とさせていただきます。 

─────────────────────────────── 

午前１０時０７分開会 

○議長（中原 信男君） ただいまの出席議員数は１０人であり、定足数に達してますので、これ

より令和６年第１回日野町議会臨時会を開会をいたします。 

 出席議員には、例規等の確認のためタブレット端末機使用を許可していますので、御了承くだ

さい。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手元に配付いたしました日程のとおりであります。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（中原 信男君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

 本臨時会の会議録署名議員には、会議規則第１２５条の規定により、４番、中山法貴議員、５

番、梅林智子議員の２名を指名をいたします。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第２ 会期の決定 

○議長（中原 信男君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。 

 お諮りいたします。本臨時会の会期は、本日の１日間にいたしたいと思います。これに異議あ

りませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中原 信男君） 異議なしと認めます。よって、本臨時会の会期は、本日の１日間と決定

をいたしました。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第３ 諸般の報告 

○議長（中原 信男君） 日程第３、諸般の報告を行います。 
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 本町の監査委員から、地方自治法第２３５条の２の規定による例月出納検査の結果について報

告がありました。別紙写しを配付し、報告といたします。 

 次に、令和５年第７回定例会以後の議会関係について報告をいたします。 

 １２月１８日、日野郡議員研修会反省会に議長、副議長が出席いたしました。 

 １２月２０日、日野町消防委員会が開催され、関係議員が出席いたしました。 

 １２月２２日、西部町村議会議長会連絡会が開催され、議長が出席をいたしました。 

 １２月２５日、議会だより１３８号発行のため、議会広報常任委員会を開催をしております。 

 １月１１日、総務経済常任委員会が下榎畜産団地の視察を行いました。 

 １月１２日、商工会主催の新春賀詞交歓会が開催され、議長ほか議員が参加をいたしました。 

 １月１８日、全員協議会を開催をいたしました。 

 続きまして、一般行政報告を﨏田町長が行います。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 令和５年第７回議会定例会以降の一般行政報告をいたします。 

 １月１２日、日野町商工会主催による賀詞交歓会が、ここ数年、新型コロナウイルス感染症の

感染拡大により見送られていた中、４年ぶりに町山村開発センターで開催されました。当日は、

町内の関係団体の７５名が一堂に会し、新しい門出をお祝いするとともに、関係団体の連携を深

める会となりました。来賓としまして、赤澤亮正衆議院議員、舞立昇治参議院議員、湯原俊二衆

議院議員代理にもお越しいただき、御挨拶をいただきました。国、県、町、関係団体が共に様々

な課題解決に向けて取り組み、まちづくりを進めていかなければならないと感じたところでござ

います。 

 以上が一般行政報告でございます。 

○議長（中原 信男君） 以上で諸般の報告を終わります。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第４ 議案第１号 

○議長（中原 信男君） 日程第４、議案第１号、日野町長、副町長及び教育長の給与の特例に関

する条例の制定についてを議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第１号、日野町長、副町長及び教育長の給

与の特例に関する条例の制定について御説明申し上げます。議案書を御覧いただきたいと思いま
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す。 

 令和５年１０月１６日から２０日にかけて松江税務署の税務調査が本町において実施され、町

長が報酬などを支払う際に源泉徴収すべき所得税の引き去り額に不足や不納付が発生しているこ

とが判明いたしました。 

 これを受け、令和５年１１月１０日に議会臨時会において、不納付となっている源泉所得税、

不納付加算税及び延滞税を一般会計から支出する予算を可決いただきました。不納付となってい

る源泉所得税、不納付加算税及び延滞税は１１月１３日に米子税務署に納め、現在、源泉所得税

の還付処理を進めているところでございます。 

 関係者の皆様をはじめ、町民及び議員の皆様には多大なる御迷惑をおかけすることとなりまし

た。この場をお借りしまして、改めて心よりおわび申し上げます。 

 今回の不適切な事務執行につきましては、源泉徴収制度への理解不足及びチェック体制の不備

により招いたものでございます。再発防止策としましては、今後の支払い事務においてこのよう

なことのないよう、職員への研修や制度についての情報提供を定期的に実施し、制度を理解した

上で、支払い担当者、決裁者、出納室それぞれが確認することで複数チェックを行い、法令を遵

守し、適正な事務処理に努めてまいります。 

 関係した職員へは、訓告処分９名、厳重注意８名を１月１７日付で行いました。その上で、町

長の給与の１００分の１０を２か月、副町長の給与の１００分の１０を１か月、教育長の給与の

１００分の１０を１か月、それぞれ減額させていただくことをこのたびの条例で提案させていた

だきます。 

 不納付加算税及び延滞税につきましては、町の財源で一部御負担いただくことになりますが、

住民サービスの向上を通じて信頼回復に努めてまいりたいと思います。 

 なお、条例の施行期日は、令和６年２月１日からとしております。 

 御審議いただきますよう、よろしくお願いいたします。 

○議長（中原 信男君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

 ４番、中山法貴議員。 

○議員（４番 中山 法貴君） これまでは１２月の議会も、この源泉所得税の不納付問題に関し

て調査中ということで、調査の結果が出ていないという報告を受けておりました、議会も。今回、

この議案を上げるに当たり、調査は終了しているのかを伺います。終了しているのであれば、そ

の調査の結果を発表をお願いします。 

○議長（中原 信男君） どちらがやられますか。 
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 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 先回提案させていただいたときにまだ調査中だということで、そういう

状況では認められないんじゃないか、条例のというようなこともございました。今回は、調査を

終了して、提案をさせていただくということでございます。 

 調査の詳細につきましては、副町長のほうから補足いたします。 

○議長（中原 信男君） 音田副町長。 

○副町長（音田  守君） このたびの源泉徴収税額に不備があったということで、調査を行いま

した。これにつきましては、５回の懲戒審査会を開催しまして、単純ではあるけど、深い問題だ

ということで、相当内容については審議、協議、繰り返してまいりました。最終的には、１月１

６日、第５回の懲戒審査会をもって、その結論を報告書として各任命権者のほうへ提出したとい

う内容でございます。それに基づきまして、任命権者のほうが１７日付で処分等を行ったという

内容でございます。以上でございます。 

○議長（中原 信男君） ４番、中山法貴議員。 

○議員（４番 中山 法貴君） 今、副町長がおっしゃったのは、懲戒審査会でこうこうこう、こ

ういうことが行われたという報告でありまして、私が伺いたいのは原因究明調査の結果です。つ

まりどういうことが原因であったかの調査の結果を伺います。 

○議長（中原 信男君） 音田副町長。 

○副町長（音田  守君） 先ほど申しましたけれども、この調査でございますが、きちっとした

点検、それから職員間の相互の情報に対する確認、そういうものを怠ったがために、故意ではご

ざいませんが、過失があると、じゃあその過失がどうなのかという部分についての審議を重ねた

という内容でございます。以上です。 

○議長（中原 信男君） ４番、中山法貴議員。 

○議員（４番 中山 法貴君） 次に、今回の条例改正案の内容としましては、町長の給与１０分

の１を２回カット、副町長の給与１０分の１を１回カット、教育長の給与１０分の１を１回カッ

トという内容です。１２月の議会では、それぞれ１か月、１か月、１か月とされておりました。

これは議会で否決されたんですが、今回、これをちょっと変えて、この２か月、１か月、１か月

とされてます。それをされた理由、根拠を伺いたいと思います。 

 また、１２月の議案書には、そこの背景及び趣旨には、危機意識の高揚のためにそれを行うと

町長は説明されました。つまり目的、これをやる目的ですね、これをやる目的としては、危機意

識の高揚のためと１２月にはおっしゃいました。今回なんですが、この目的がはっきりと先ほど
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の説明では言われてません。危機意識の高揚なのか、責任を取るのか。ちなみに、昨日の全員協

議会では責任としてという説明がありました。ですが今回、今日の説明では、責任という言葉を

町長は言われませんでした。その辺を含めて、どういう理由、どういう根拠でこの２か月、１か

月、１か月の給与カットを行うかをお尋ねします。 

○議長（中原 信男君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） すごく何か分かりづらい説明だったかなと思っているんですけれども、

質問が２つあったっていうのは認識しました。 

 まず、１００分の１０、１か月を２か月にしたのはどういう意味合いかっていうお話でしたっ

け。 

○議長（中原 信男君） どういう理由でと。 

○町長（﨏田 淳一君） どういう理由で。はい。 

 まず１つ目、そこでございますけれども、先回提案しましたときに、責任という、危機意識の

高揚、なぜこういう危機意識を持たないといけなかったか、それについて範を示さないといけな

い。要は、それは責任を伴うわけですよ。まずはね。こういう事案が起こって、町民の方に非常

に御不安をかけた。さらには、町の信頼失墜のような、そういうようなこともあるので、そうい

う危機感、そういう責任を取ってということで提案をさせていただきましたし、まだそのときに

は詳細の内容を調査中でございました。今回は、その上に、私的には組織的な責任、訓告、そし

て、厳重注意の職員数が随分たくさんになりました。この部分についても、非常に多くの職員さ

んをそういう注意処分、そういったことにしないといけない、これについての責任を取らせてい

ただくという意味で、私の分は上積みをさせていただいたということでございます。 

 ２問目は何でしたっけ。 

○議長（中原 信男君） １２月議会での危機意識の向上というところの意味合いは。 

○町長（﨏田 淳一君） じゃあ今の説明で説明してあると思いますので、以上です。 

○議長（中原 信男君） ほかにありませんか。 

 ９番、竹永明文議員。 

○議員（９番 竹永 明文君） ９番。１点だけお聞きしたいと思います。 

 今回の条例案は調査の結果ということで、先ほどの説明の中で、職員１７名の処分をしたとい

うふうに説明がありました。職員１７名といいますと、出先機関の職員を外したら、職員の３分

の１程度の大量な処分したということであります。これは税率を間違えたミスということでこう

いうことが起きたわけですけど、この１７名を大量に処分したに至った理由をもう少し説明をお
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願いしたいと思います。 

○議長（中原 信男君） １７名に及んだ処分がどういう原因。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 今回の１７名の処分の端緒というのは、源泉所得税の徴収税率を間違え

た、もしくは徴収を怠るような事態を起こしてしまったっていうことが端緒でございます。 

 議員おっしゃられるように、少ない人数の中で１７名というのは非常に大きな部分、これをよ

くよく考えますと、風土っていうか、役場の風土の中に前例踏襲であるとか、そういうのがあっ

たんではないかなっていうふうに思えます。やっぱり確認をするとか、再発防止策のほうでちょ

っと申し上げましたけども、いろんな機会を捉えて、また、学ぶ場もないといけない思いますし、

そして緊張感を持って職務に当たるっていう、そういったことを訓告であったり、厳重注意の中

で申し述べさせていただいているところでございます。以上です。 

○議長（中原 信男君） 理解できましたか。できませんか。いいですか。 

 ほかにありませんか。 

 ８番、安達幸博議員。 

○議員（８番 安達 幸博君） ８番。若干調査の内容にも関わると思いますが、今回の源泉徴収

税の不足、徴収ミスは２種類あると思います。一つは、議員報酬について、税率を間違った、あ

るいは欄を間違っとったとかいうのが５年間、同じ金額を差し引いて納めとったと、ここに不足

が生じたということであります。もう一つは、事業をする上で、これが報酬なのか、あるいは例

えば委託費に伴うことなのかという部分で起きたことであります。 

 そこで、懲戒審査会でこの２つの事案は、私は懲罰をかけるのに若干の温度差があると認識し

ております。そこらは懲戒審査会ではどのような審議や議論がされて、同じような処分になって

いるのでしょうか。そこをお聞きいたします。 

○議長（中原 信男君） 音田副町長。 

○副町長（音田  守君） 安達議員の御質問にお答えします。 

 日野町職員懲戒処分等の基準要綱にのっとりまして審査を進めてまいりました。ここでいいま

す職員の懲戒処分でございますけど、懲戒処分としましては、免職、停職、減給、戒告がござい

ます。懲戒処分を今回科すべき職員はいないという中で、訓告及び厳重注意の措置を行いました。

それが、竹永議員からもありましたけど、相当の数の職員に及んだという内容でございます。 

 そのような内容の中で、大きな差があるんではないかと。継続的なものと、一過性といいます

か、継続的なものじゃないという案件が今回この内容に含まれております。我々審査会で目指し
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ましたのは、不納付加算税及び延滞税を町の一般会計から負担を生じさせることになったこと、

新聞などにより広く事務処理のミスについて報道がなされ、町民から職員への不信感を招いたこ

と、関係者に改めて税務署に対し所得税の更正手続をしなければならなくなったことを考慮し、

従事期間に応じた責任があること、また、住民、社会に与える影響があると判断し、処分を決定

していったものです。 

 最後に、今後は法令を遵守するとともに、根拠となる法令や参考文献を十分に理解し、担当す

る事務事業を行い、事務引継においても正確で根拠を十分に示した引継ぎ書の作成を行うことを

申し添え、今後このようなことが起こらないようにということで、厳重処分という判断をいたし

ました。 

 内容については、先ほどもありましたけれども、継続的に５年間続いたもの、そうでないもの、

確かに差はございます。ですが、先ほど申し上げましたとおり、今後の行政を推進していく上で、

将来のためを思っての審査の判断でございます。以上でございます。 

○議長（中原 信男君） 副町長、ちょっと私のほうから。 

 安達議員の質問をもう少し理解をしてください。今、処分の決定だとか内容だとかということ

を聞いとるわけじゃなくて、議員報酬の徴収ミスの問題と工事等委託料との問題の発生した案件

について、懲戒審査会でどのような議論があったのかということを議員のほうは説明を求めてお

ります。１回から５回までの過程の中で、重ねて申し上げます。議員報酬の徴収ミスと工事ある

いは委託料とのミスの案件において、どういう審査の議論があったのか、それを懲戒審査会の委

員長である副町長に答弁を求めとるのでありますので、その辺の審査状況を議員に説明をしてや

ってください。よろしいですか。どういう区別をして処分したのかと。 

 音田副町長。 

○副町長（音田  守君） 処分の重さの判断でございますけども、議員報酬の長期にわたったも

のについては、継続的なミスである、継続的に気づきがなかったという部分でございます。その

ほかの案件につきましては、継続的でなく、一過性のもの、もしくは専門的な部分に及ぶものと

いう部分での判断でございます。以上でございます。 

○議長（中原 信男君） ８番、安達幸博議員。 

○議員（８番 安達 幸博君） 議長が丁寧に再度質問していただきましたが、答弁は同じことで

ありました。要するに、私が今、副町長の答弁を自分なりに砕いてみますと、案件は違うんだけ

れども、今回、税務署からの指摘は一括であって、そういう意味で、こういう議会に同じように

提案をしたので同じような処分だというように私は受け止めました。 
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 しかしながら、この再発防止を考えたときに、議会における報酬の源泉徴収額の不足っていう

ことは、今後あまり考えられないと思います。今のようなチェック体制で再発防止をされると、

今後あまりこういう事例は起こらないだろうなと思います。しかしながら、もう一方の事業に関

する源泉徴収税っていうものは、やはり今後あり得る可能性はあります。幾らチェックしても、

考え方、それらの一つ一つの事例によって違うんじゃないかなと思います。 

 そういう意味で、今回も本町だけでなくて、この事例に関する各自治体の源泉徴収の不足って

いう指摘は結構新聞にも出ておりました。そういう意味からいったら、今後も幾らチェックして

もあり得る可能性というのはこちらのほうが大きいわけであります。それは職員のミスとかいう

ことでは私はないので、あまりこれを処分の対象にするっていうのはいかがなものかというもの

が根本にあるからこそお尋ねをしておるわけであります。しかしながら、今回、同じような案件

で処分をしてしまうと、この処分は次回にも踏襲するんじゃないか。前回こういうことがあった

ので、やっぱり同じようなミスがあれば処分をせざるを得なくなるっていう、ここが今後の職員

の働き方の意識高揚のためにも、あまりいい感じは受けないと思うんです。そこを町長はどのよ

うに解釈をし、今回の処分をされているかをお聞きいたします。 

○議長（中原 信男君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 議員さんのおっしゃられる萎縮してしまわないようにとかいうような部

分は、本当にそのとおりだ思います。私も処分理由書、説明書を読み上げて各職員さんに渡した

んですけれども、決して萎縮しないようにしていただきたい、そして細心の注意を払っていただ

きたいっていうふうに申し述べました。そして、議員さんおっしゃられる、また同じようなこと

が起こるのではないか、そういう懸念が１００％払拭できるのかっていうようなお話ですけれど

も、これはそういうことに向けて努力していかないといけない、努めていかないといけないと思

います。 

 一つ、私、ちょっと気になるのは、委託料っていうサングラスをかけてしまうと、中身に報酬

的なものが入ってるかどうなのかっていうのがなかなか見えにくくなる。そういったことを、ま

ずその色眼鏡を取っていただいて、この委託料の構成科目はどういうふうになってるのかってい

うのをまず確認する。そして、国税庁さんが出しておられるいろんな委託契約の類型に当てはめ

てみる。そういったことが必要ですし、現実にそれがちょっとできてなかったっていうのがござ

います。情報がなかった、もしくは情報があることを知らなかったいう部分がありますので、そ

の辺はしっかり情報共有をしていかないといけないっていうことでございます。 

 答弁になってますかね。以上です。 
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○議長（中原 信男君） ８番、安達幸博議員。 

○議員（８番 安達 幸博君） 今の町長の答弁を含めて、再発防止に一役買うと私は思いますの

で、ぜひとも、そういうことはないほうがいいわけでありますから、できるだけそういう部分は

研修を重ねて、いろんな事例を把握しながらやっていただきたいと思います。 

 もう一つは、今回、町長は前回よりは１か月多い処分とされました。しかしながら、これを、

三役さんの減額を足してみましても、前回、１１月の臨時会で可決した町費で納税をしたってい

うところとはまだ足りないと私は思っております。したがいまして、今回、この条例が通ったと

しても、町民の町税を使うわけであります。そこを改めて町民の皆さんにどういう思いでいるの

かっていうところを、気持ちをお聞かせ願いたいと思います。 

○議長（中原 信男君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 今回の事案で町の懐から随分出さないといけなくなってしまったことに

つきましては、町民の皆様に心からおわび申し上げたいと思います。業務の効率化、そして住民

へのサービスの向上、そういったものでカバーしてまいりたいと思います。以上です。 

○議長（中原 信男君） ほかに質疑ありませんか。 

 ２番、小河久人議員。 

○議員（２番 小河 久人君） ２番。住民サービスの向上とおっしゃられますが、具体的にどう

いうことを考えておられますか。 

○議長（中原 信男君） 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） 積極的には迅速なサービスの提供で、要はそのサービスの提供に関わる

人件費、単価が安くなるようにしていかないといけない思いますし、不要なものは印刷しないと

か、そういうようなものもございますし、そして、消極的っていうか、これは根底にあるんです

けれども、同じような過ちは繰り返さない、そういったことをしっかり努めてまいりたいと思い

ます。 

○議長（中原 信男君） ほかにありませんか。 

〔質疑なし〕 

○議長（中原 信男君） 質疑がないようですので、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 

〔討論なし〕 

○議長（中原 信男君） 討論がないようですので、討論を終わります。 

 これより日程第４、議案第１号、日野町長、副町長及び教育長の給与の特例に関する条例の制
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定についての採決を行います。 

 この採決は、起立によって行います。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中原 信男君） 起立多数。よって、議案第１号は、原案のとおり可決されました。 

─────────────・───・───────────── 

  日程第５ 議案第２号 

○議長（中原 信男君） 日程第５、議案第２号、令和５年度日野町一般会計補正予算（第８号）

を議題といたします。 

 提出者の説明を求めます。 

 﨏田町長。 

○町長（﨏田 淳一君） ただいま上程されました議案第２号、令和５年度日野町一般会計補正予

算（第８号）について御説明申し上げます。 

 この補正予算は、歳入歳出それぞれ１，４６７万２，０００円を追加し、予算総額を４０億５

７０万７，０００円とするものであります。 

 補正額等は、２ページ、第１表、歳入歳出予算補正を御覧いただきたいと思います。このたび

の補正予算では、エネルギー・食料品等の物価高騰の影響を受けている低所得世帯のうち子育て

世帯に対し、負担軽減を図るための給付金に３０５万８，０００円、生活保護費の扶助費増額分

として１，１６１万４，０００円を計上しております。 

 詳細につきましては、総務課長から説明させますので、御審議いただきますよう、よろしくお

願いいたします。 

○議長（中原 信男君） 景山総務課長。 

○総務課長（景山 政之君） 議案第２号、令和５年度日野町一般会計補正予算（第８号）につい

て御説明いたします。予算書３ページの歳入歳出補正予算事項別明細書を御覧をいただきたいと

思います。 

 ４ページ、歳入について。国庫支出金、国庫負担金、民生費負担金は、生活保護扶助費の増額

に伴い、生活保護費負担金が８７１万円の増額です。国庫補助金、総務費補助金は、物価高騰に

よる住民税非課税世帯等支援給付金事業、子育て世帯分の財源として３０５万７，０００円の増

額です。繰入金、基金繰入金、財政調整基金繰入金は、今補正の財源調整として２９０万５，０

００円の増額です。 
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 次に、５ページ、歳出について御説明いたします。民生費、社会福祉費、社会福祉総務費は、

物価高騰による住民税非課税世帯等支援給付金事業として、非課税世帯及び均等割世帯で１８歳

以下の児童を養育している子育て世帯への給付事業として３０５万８，０００円の増額です。消

耗品や印刷製本費の需用費に４万８，０００円、郵券代や口座振込手数料として役務費に１万円、

システムの改修費として委託料に５０万円、非課税世帯及び均等割世帯の児童１人当たり５万円

を支給するための給付金として、負担金、補助及び交付金を２５０万円計上しています。民生費、

生活保護費、生活保護扶助費は、扶助費が当初の見込みを上回るため、１，１６１万４，０００

円の増額です。 

 以上が一般会計補正予算（第８号）の提案説明でございます。 

○議長（中原 信男君） 説明が終わりましたので、これより質疑を行います。質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中原 信男君） 質疑がないようですので、質疑を終わります。 

 これより討論を行います。討論ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中原 信男君） 討論がないようですので、討論を終わります。 

 これより日程第５、議案第２号、令和５年度日野町一般会計補正予算（第８号）の採決を行い

ます。 

 この採決は、起立によって行います。 

 お諮りいたします。本案は、原案のとおり決定することに賛成の諸君の起立を求めます。 

〔賛成者起立〕 

○議長（中原 信男君） 起立多数。よって、議案第２号は、原案のとおり可決されました。 

─────────────・───・───────────── 

○議長（中原 信男君） 以上で本臨時会に付議された事件は全て議了をいたしました。よって、

会議規則第７条の規定により閉会いたしたいと思います。これに異議ありませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（中原 信男君） 異議なしと認めます。 

 これで令和６年第１回日野町議会臨時会を閉会いたします。御協力ありがとうございました。

終わります。 

午前１０時５０分閉会 

─────────────────────────────── 
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